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１．長寿命化修繕計画の背景と目的 

（１）背景 

飯田市では、高度経済成長期に整備された社会基盤の老朽化が進行するなか、特に道

路橋の損傷が顕在化してきています。飯田市で管理する道路橋は、令和７年（2025）３

月時点で 943 橋あり、建設後 50 年を超える道路橋の割合は、現在の約 58％から、10 年

後には約 72％、20 年後には約 81％に増加し、高齢化が急速に進んでいくため、修繕・

更新コストの増加は避けられない状況となっています。 

平成 25 年３月に策定した「飯田市橋梁長寿命化修繕計画」では緊急輸送路に架かる

優先度の高い橋梁から修繕工事を計画的に進めるとともに、５年に１回行う定期点検

による状態把握(点検・診断)および対策(措置・記録)を行い長期的なコスト縮減の取り

組みを進めてきています。 

 

図 1-1 飯田市が管理する道路橋の高齢化の推移 （基準年：令和６年３月末時点） 

 

（２）目的 

市民に安全で安心な道路を提供することを目的として、従来の損傷発見毎の修繕や

架替を行う対処療法的な「事後保全型」の維持管理ではなく、道路法に基づく定期点検

(５年毎)により道路橋の状態を把握し、損傷が軽微な段階に予防的な修繕を行うこと

で機能の保持・回復を図る「予防保全型」の維持管理を目標に計画的な維持管理を実施

します。また、定期点検結果に基づき長寿命化修繕計画の見直しを随時行い、道路橋の

長寿命化、ライフサイクルコストの縮減および年度毎の維持管理コストの平準化を図

ります。 

 

（３）計画の位置付け 

平成 25 年 11 月に決定された国の「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対

策の推進に関する関係省庁連絡会議）の中で、各インフラ管理者は基本計画に基づき

「インフラ長寿命化計画（行動計画）」および「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設

計画）」を策定することとされました。 
本計画は上記の個別施設計画として策定し、行動計画として平成 28 年 12 月に策定

した飯田市公共施設等総合管理計画の下位計画に位置付けるものです。 
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２．道路橋の現況 

（１）道路橋数 

飯田市では、943 橋（橋長２m以上）を管理しています。（令和 7年３月末時点） 

上部工の使用材料別に見ると、コンクリート橋が約 81％、鋼橋が約 14％です。構造

形式別では、主として橋長の短い道路橋で採用される床版橋が約 65％、溝橋が約３％、

支間長が長い道路橋で採用される桁橋が約 19％、トラス橋・アーチ橋などの長大橋は

約 1％です。 

 

図 2-1 上部工使用材料別の道路橋数      図 2-2 構造形式別の道路橋数 

 

（２）道路橋の建設年別分布 

飯田市が管理する道路橋は、昭和 30 年代前半から昭和 50 年代前半にかけて 943 橋

の内 526 橋、約 60％(建設年次不明の 77 橋を除く)が建設されています。今後これら道

路橋の高齢化が進むことから、集中的に多額の修繕・架替費用が必要となることが懸念

されます。 

また、建設後 50 年以上経過した道路橋の占める割合は、現在の約 58％から 20 年後

には約 81％にまで急激に増加します。 

 

図 2-3 道路橋の建設年別分布 （基準年：令和６年３月末時点） 
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３．道路橋マネジメントの取り組み 

安全で安心な道路を市民に提供するため、メンテナンスサイクルを構築し損傷の早

期発見・早期修繕を行う予防保全的な維持管理に向け、効率的かつ効果的な道路橋マネ

ジメントを実施し計画的に道路橋の長寿命化を図ります。 

（１）メンテナンスサイクルの構築 

点検⇒診断⇒措置⇒記録⇒（次の点検）から成るメンテナンスサイクルを構築し、

点検および診断結果を長寿命化修繕計画に反映、見直しを行い、効率的、効果的な維

持管理を進めます。 
①損傷の早期発見に向けた取り組み 

定期点検（5年毎）と日常点検等を実施し損傷の早期発見に努めます。 

また、損傷の見落としがないように、点検・診断に関する技術力の向上に取り組

みます。 
②損傷の早期修繕に向けた取り組み 

点検、診断結果を長寿命化修繕計画に反映、見直しを行うことにより早期修繕

に努めます。 
③記録の管理と活用 

道路橋に関する各種情報は、維持管理・更新等を適切に実施する上で必要不可

欠な資料となることから、確実に記録を行い管理します。 

（２）維持管理の方法 

維持管理は、原則として飯田市が管理する全ての道路橋を対象とし、可能な限り長

寿命化が図れるよう、予防保全型維持管理を目標に行います。 

また、予算等に限りがある中で適切な維持管理を行う必要があるため、道路橋の重

要度や損傷度等を考慮した維持管理を実施します。 

①道路橋の重要度 

長野県指定の緊急輸送路（中央自動車道、三遠南信自動車道、国道、県道）の

跨道橋、ＪＲ飯田線の跨線橋、飯田市指定の緊急輸送路（ABC 路線）、幹線市道、

その他市道に分類し、バス路線等を考慮し重要度を評価します。 

②道路橋の維持管理指標 

道路橋の健全性は、定期点検の診断結果に基づき判断するものとし、Ⅰ（健全）、

Ⅱ（予防保全段階）、Ⅲ（早期措置段階）、Ⅳ（緊急措置段階）の 4段階の区分

に分類します。 

表 3-1 維持管理指標 

 
緊急措置段階Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

区分

健全Ⅰ

状態

道路橋の機能に支障が生じていない状態。

道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずるべき状態。
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

予防保全段階

早期措置段階
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③道路橋の管理目標および維持管理の優先度 

道路橋は、区分Ⅰ（健全）または区分Ⅱ（予防保全段階）の状態に保つことを目

標に管理します。維持管理は、限られた予算を有効に活用するため、道路橋の重要

度と維持管理指標に基づく優先度を設定し維持管理を行います。 

④計画的な修繕および更新等 

長寿命化と維持管理コストの縮減・平準化に高い効果が見込まれる道路橋は、予

防保全段階から修繕を実施するのが理想ですが、飯田市では集中的に区分Ⅲ（早期

措置段階）の橋梁について修繕、更新を進めます。 

 

４．道路橋の健全性 

（１）道路橋点検の実施状況 

飯田市では、道路橋の供用後２年以内に初回点検を行い、その後は５年毎に定期点検

を実施して、道路橋の健全性を確認しています。 

２巡目にあたる令和元年度から令和５年度（2019 年度から 2023 年度）の５年間で飯

田市が管理する 943 橋の定期点検を行いました。また、３巡目の定期点検を令和６年度

から令和 10 年度（2024 年度から 2028 年度）までに実施します。 

 

図 4-1 定期点検実施道路橋数（実績・計画） 
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（２）道路橋の健全性の分布状況 

２巡目の定期点検の診断結果は、健全な区分Ⅰの道路橋は約 17％、予防的な措置を

行うことが望ましい区分Ⅱの道路橋は約 70％、早期措置段階にある区分Ⅲの道路橋は

約 13％の分布となっています。（令和６年３月末時点） 

表 4-1 管理道路橋の健全性の分布 

 

 

 
図 4-2 管理道路橋における診断結果 

 

５．長寿命化修繕計画の基本方針 

（１）計画対象の道路橋と計画期間 

「飯田市橋梁長寿命化修繕計画」は、飯田市が管理する 2.0ｍ以上の道路橋 943 橋を対

象とします。また、計画期間は、令和７年度から令和 11 年度（2025 年度から 2029 年

度）までの５年間です。 

（２）計画の方針 

１）長寿命化修繕計画は、令和２年４月から令和６年３月に実施した定期点検による健

全性の評価と道路橋の重要度により修繕の優先順位付けを行い 7 頁の「橋梁長寿

命化修繕年次計画」に基づいて、令和７年４月から５年間の定期点検及び修繕工事

を進めます。なお、修繕工事は、令和６年３月末時点で区分Ⅲの 120 橋の内、修繕

済の 34 橋、通行規制措置中の５橋を除いた 81 橋を行います。 

 

 

 

 

橋⻑15m未満 橋⻑15m以上 合計
Ⅰ 健全 155橋 4橋 159橋
Ⅱ 予防保全段階 534橋 130橋 664橋
Ⅲ 早期措置段階 76橋 44橋 120橋
Ⅳ 緊急措置段階 0橋 0橋 0橋

765橋 178橋 943橋

区分
管理道路橋

合計
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２）区分Ⅲ早期措置段階の橋梁から集中的に修繕を行いますが、区分Ⅲ橋梁でⅡ判定の

部材についても、現場状況等を勘案し同時に修繕を行います。また、今後の定期点

検により区分Ⅲ、Ⅳ橋梁が新たに判明した場合は、道路橋の重要度及び緊急度等を

考慮し優先順位を見直して修繕を行います。 

３）定期点検は、近接目視等により５年に一回実施することを基本とし、道路橋の全部

材の状態を把握して、部材単位の健全性の診断と道路橋毎の健全性の診断を行い

維持管理指標（表 3-1）により判定を行います。 

４）計画的に道路橋マネジメントを行うことにより、ライフサイクルコストの縮減・維

持管理費の平準化を図ります。 

５）本計画の期間内に要する費用は、定期点検および修繕費をあわせて約 17億円です。 
６）計画の詳細は、７頁の「橋梁長寿命化修繕年次計画」をご覧ください。 

表 5-1 定期点検・修繕計画 

 
※ 定期点検の２巡目を、2019～2023 年の 5 年間で全 943 橋を実施し、３巡目を 2024 年～

2028 年の５年間で行います。 
※ 修繕工事は、2024 年３月末時点で区分Ⅲの 120 橋の内、修繕済の 34 橋、通行規制措置中

の５橋を除いた 81 橋を行います。 

 

（３）費用の縮減に関する方針について 

１）道路橋の重要度と損傷の深刻度を考慮した対策優先度を評価した上で、計画的かつ

効果的に対策を実施します。計画は点検や補修・補強だけではなく、架替も視野に

入れ、計画的に取り組んでいきます。 
２）今後の社会経済情勢や道路橋の利用状況、周辺の道路整備状況に変化がある場合は、

中長期的な費用等を考慮し集約化・撤去の検討を行います。 

３）令和 11 年度までに道路橋の集約・撤去を１橋実施することで、事業費用約 900 万

円の縮減を目標に取り組みます。 

４）定期点検は従来技術と新技術を比較検討し、有効なものは積極的に活用していくこ

とで、定期点検の効率化や高度化に取り組みます。 

５）令和 11 年度までに定期点検を実施する 11 橋について、費用の縮減や事業の効率

化等の効果が見込まれる新技術を活用し、点検費用約 900 万円の縮減を目標に取

り組みます。 

 

（４）計画策定担当部署について 

   飯田市 建設部 維持管理課  電話：0265-22-4511（代表） 

 

 

2019〜2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
(R1〜R5) (R6) (R7) (R8) (R9) (R10) (R11)

実績・計画 実績 実績 計画 計画 計画 計画 計画
定期点検 943橋 203橋 208橋 210橋 165橋 157橋 203橋
修繕工事 66橋 18橋 7橋 13橋 15橋 18橋 28橋
事業費 1,293百万円 296百万円 330百万円 330百万円 330百万円 330百万円 330百万円

年度
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６．橋梁長寿命化修繕年次計画 

橋梁長寿命化修繕年次計画は８頁からの表 6-1 をご覧ください。 
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